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(57)【要約】
【課題】事前に装置から受信した情報が示す格納場所を
画像情報の送信先として設定することによりユーザの利
便性を向上させることを目的とする。
【解決手段】ＮＦＣ制御部１４は、生成した画像データ
を格納する操作端末のネットワークフォルダが設けられ
た場所について識別する操作端末のパス情報を、携帯端
末から受信することができる。また、スキャン選択部１
５は、ＮＦＣ制御部１４が、携帯端末から操作端末のパ
ス情報を受信した場合にはプッシュスキャン選択を行い
、操作端末のパス情報を受信しなかった場合にはプルス
キャン選択を行う。そして、画像データ制御部１９は、
スキャン選択部１５が、プッシュスキャン選択を行った
場合には操作端末のネットワークフォルダに画像データ
を送信し、プルスキャン選択を行った場合には画像処理
装置１０のネットワークフォルダに画像データを送信す
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を受信した端末から無線通信
で当該第１の識別情報を受信する受信部と、
　前記受信部が、前記端末から前記第１の識別情報を受信した場合には、第１の識別情報
に対応した格納先に前記画像情報を送信する制御部と
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を受信した端末から無線通信
で当該第１の識別情報を受信する受信部と、
　前記受信部が、前記端末から前記第１の識別情報を受信しなかった場合には、自装置に
おける画像情報の格納先に前記画像情報を格納する制御部と
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　前記受信部が、前記端末から前記第１の識別情報を受信した場合には第１の選択を行い
、当該第１の識別情報を受信しなかった場合には第２の選択を行う選択部をさらに備え、
　前記制御部は、前記選択部が、前記第１の選択を行った場合には前記第１の識別情報に
対応した格納先に前記画像情報を送信し、前記第２の選択を行った場合には前記自装置に
おける画像情報の格納先に当該画像情報を格納することを特徴とする請求項１または２記
載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記受信部は、前記選択部が前記第２の選択を行った場合には、前記自装置における画
像情報の格納先を示す第２の識別情報を前記端末へ送信することを特徴とする請求項３記
載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記他の装置が前記自装置における画像情報の格納先に接続するために必要な情報であ
る接続情報を作成する共有設定部をさらに備え、
　前記受信部は、前記接続情報を前記端末へさらに送信することを特徴とする請求項４記
載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記共有設定部は、前記他の装置が前記自装置における画像情報の格納先に接続して前
記画像情報を取得した後の当該自装置における画像情報の格納先について、当該他の装置
から接続できないように設定することを特徴とする請求項５記載の画像処理装置。
【請求項７】
　画像処理装置における画像情報の格納先を示す第２の識別情報を受信した端末から無線
通信で当該第２の識別情報を受信する受信部と、
　前記受信部が、前記第２の識別情報を受信した場合には、第２の識別情報に対応した格
納先から前記画像情報を取得する取得部と
を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項８】
　画像処理装置における画像情報の格納先を示す第２の識別情報を受信した端末から無線
通信で当該第２の識別情報を受信することができ、当該端末から当該第２の識別情報を受
信しなかった場合には、自装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を当該端
末へ送信する受信部を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項９】
　原稿の画像を読み取り、読み取った画像の情報である画像情報を生成する画像処理装置
と、
　前記画像処理装置と無線通信を行う端末と
を備え、
　前記画像処理装置は、他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を受信
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した前記端末から無線通信で当該第１の識別情報を受信する受信部と、
　前記受信部が、前記端末から前記第１の識別情報を受信した場合には、第１の識別情報
に対応した格納先に前記画像情報を送信する制御部と
を備えたことを特徴とする画像処理システム。
【請求項１０】
　原稿の画像を読み取り、読み取った画像の情報である画像情報を生成する画像処理装置
と、
　前記画像処理装置と無線通信を行う端末と
を備え、
　前記画像処理装置は、他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を受信
した前記端末から無線通信で当該第１の識別情報を受信する受信部と、
　前記受信部が、前記端末から前記第１の識別情報を受信しなかった場合には、自装置に
おける画像情報の格納先に前記画像情報を格納する制御部と
を備えたことを特徴とする画像処理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、通信装置および画像処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　公報記載の従来技術として、画像処理装置が、原稿画像情報を読み取りファイル形式に
変換し、キー入力部を通じてユーザから保存場所として指定された画像処理装置のローカ
ルメモリ部または受信装置のメモリ部に保存する処理を実行するものが存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－６１１１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、画像処理装置が、原稿の画像を読み取り生成した画像情報を、格納場所として
ユーザが指定した装置へ送信する場合に、この画像情報の格納場所を設定する作業はユー
ザにとって煩雑である。
　本発明は、事前に装置から受信した情報が示す格納場所を画像情報の送信先として設定
することによりユーザの利便性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を
受信した端末から無線通信で当該第１の識別情報を受信する受信部と、前記受信部が、前
記端末から前記第１の識別情報を受信した場合には、第１の識別情報に対応した格納先に
前記画像情報を送信する制御部とを備えたことを特徴とする画像処理装置である。
　請求項２に記載の発明は、他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を
受信した端末から無線通信で当該第１の識別情報を受信する受信部と、前記受信部が、前
記端末から前記第１の識別情報を受信しなかった場合には、自装置における画像情報の格
納先に前記画像情報を格納する制御部とを備えたことを特徴とする画像処理装置である。
　請求項３に記載の発明は、前記受信部が、前記端末から前記第１の識別情報を受信した
場合には第１の選択を行い、当該第１の識別情報を受信しなかった場合には第２の選択を
行う選択部をさらに備え、前記制御部は、前記選択部が、前記第１の選択を行った場合に
は前記第１の識別情報に対応した格納先に前記画像情報を送信し、前記第２の選択を行っ
た場合には前記自装置における画像情報の格納先に当該画像情報を格納することを特徴と
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する請求項１または２記載の画像処理装置である。
　請求項４に記載の発明は、前記受信部は、前記選択部が前記第２の選択を行った場合に
は、前記自装置における画像情報の格納先を示す第２の識別情報を前記端末へ送信するこ
とを特徴とする請求項３記載の画像処理装置である。
　請求項５に記載の発明は、前記他の装置が前記自装置における画像情報の格納先に接続
するために必要な情報である接続情報を作成する共有設定部をさらに備え、前記受信部は
、前記接続情報を前記端末へさらに送信することを特徴とする請求項４記載の画像処理装
置である。
　請求項６に記載の発明は、前記共有設定部は、前記他の装置が前記自装置における画像
情報の格納先に接続して前記画像情報を取得した後の当該自装置における画像情報の格納
先について、当該他の装置から接続できないように設定することを特徴とする請求項５記
載の画像処理装置である。
　請求項７に記載の発明は、画像処理装置における画像情報の格納先を示す第２の識別情
報を受信した端末から無線通信で当該第２の識別情報を受信する受信部と、前記受信部が
、前記第２の識別情報を受信した場合には、第２の識別情報に対応した格納先から前記画
像情報を取得する取得部とを備えたことを特徴とする通信装置である。
　請求項８に記載の発明は、画像処理装置における画像情報の格納先を示す第２の識別情
報を受信した端末から無線通信で当該第２の識別情報を受信することができ、当該端末か
ら当該第２の識別情報を受信しなかった場合には、自装置における画像情報の格納先を示
す第１の識別情報を当該端末へ送信する受信部を備えたことを特徴とする通信装置である
。
　請求項９に記載の発明は、原稿の画像を読み取り、読み取った画像の情報である画像情
報を生成する画像処理装置と、前記画像処理装置と無線通信を行う端末とを備え、前記画
像処理装置は、他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を受信した前記
端末から無線通信で当該第１の識別情報を受信する受信部と、前記受信部が、前記端末か
ら前記第１の識別情報を受信した場合には、第１の識別情報に対応した格納先に前記画像
情報を送信する制御部とを備えたことを特徴とする画像処理システムである。
　請求項１０に記載の発明は、原稿の画像を読み取り、読み取った画像の情報である画像
情報を生成する画像処理装置と、前記画像処理装置と無線通信を行う端末とを備え、前記
画像処理装置は、他の装置における画像情報の格納先を示す第１の識別情報を受信した前
記端末から無線通信で当該第１の識別情報を受信する受信部と、前記受信部が、前記端末
から前記第１の識別情報を受信しなかった場合には、自装置における画像情報の格納先に
前記画像情報を格納する制御部とを備えたことを特徴とする画像処理システムである。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１の発明によれば、予め定められた格納場所を画像情報の送信先として設定する
発明に比べ、事前に装置から受信した情報が示す格納場所を画像情報の送信先として設定
することによりユーザの利便性を向上させることができる。
　請求項２の発明によれば、格納場所を示す情報を事前に装置から受信しなかった場合で
も、予め定められた格納場所を画像情報の送信先として設定することによりユーザの利便
性を向上させることができる。
　請求項３の発明によれば、事前に装置から受信した情報が示す格納場所を画像情報の送
信先として設定し、格納場所を示す情報を事前に装置から受信しなかった場合でも、予め
定められた格納場所を画像情報の送信先として設定することができる。
　請求項４の発明によれば、ユーザが指定した装置を用いて画像情報の格納場所を示す情
報を送信することができる。
　請求項５の発明によれば、画像情報の格納場所へ接続するために必要な情報を知らない
ユーザ以外から画像情報が取得されることを抑制することができる。
　請求項６の発明によれば、予め指定した装置を用いて画像情報を取得した後に、画像情
報が取得されることを抑制することができる。
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　請求項７の発明によれば、画像情報の格納場所を示す情報を受信する発明に比べ、画像
情報の格納場所をユーザが意識することなく、ユーザが指定した装置を用いて画像情報を
取得することによりユーザの利便性を向上させることができる。
　請求項８の発明によれば、予め定められた格納場所を画像情報の送信先として画像処理
装置に設定する発明に比べ、事前に装置へ送信した情報が示す格納場所を画像情報の送信
先として画像処理装置に設定することによりユーザの利便性を向上させることができる。
　請求項９の発明によれば、予め定められた格納場所を画像情報の送信先として設定する
発明に比べ、事前に装置から受信した情報が示す格納場所を画像情報の送信先として設定
することによりユーザの利便性を向上させることができる。
　請求項１０の発明によれば、格納場所を示す情報を事前に装置から受信しなかった場合
でも、予め定められた格納場所を画像情報の送信先として設定することによりユーザの利
便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施の形態に係る画像処理システムの全体構成例を示した図である。
【図２】画像処理装置のハードウェア構成例を示した図である。
【図３】携帯端末のハードウェア構成例を示した図である。
【図４】操作端末のハードウェア構成例を示した図である。
【図５】画像処理装置の機能構成例を示したブロック図である。
【図６】操作端末の機能構成例を示したブロック図である。
【図７】画像処理装置による処理手順の一例を示したフローチャートである。
【図８】操作端末による処理手順の一例を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
＜システム構成＞
　まず、本実施の形態に係る画像処理システム１の全体構成について説明する。図１は、
本実施の形態に係る画像処理システム１の全体構成例を示した図である。図示するように
、画像処理システム１は、画像処理装置１０Ａ、画像処理装置１０Ｂと、携帯端末２０Ａ
、携帯端末２０Ｂ、携帯端末２０Ｃと、操作端末３０Ａと、操作端末３０Ｂと、管理サー
バ４０とを備えている。また、画像処理装置１０Ａ、画像処理装置１０Ｂと、携帯端末２
０Ａ、携帯端末２０Ｂ、携帯端末２０Ｃとの間では、無線通信が行われる。さらに、画像
処理装置１０Ａ、画像処理装置１０Ｂ、操作端末３０Ａ、操作端末３０Ｂ、管理サーバ４
０は、ネットワーク５０に接続され、各装置間で相互に通信が行われる。
【０００９】
　なお、図１には画像処理装置１０Ａ、画像処理装置１０Ｂを示したが、これらを区別す
る必要がない場合には画像処理装置１０と称する。同様に、図１には携帯端末２０Ａ、携
帯端末２０Ｂ、携帯端末２０Ｃを示したが、これらを区別する必要がない場合には携帯端
末２０と称する。さらに、図１には操作端末３０Ａ、操作端末３０Ｂを示したが、これら
を区別する必要がない場合には操作端末３０と称する。また、図１に示す例では２つの画
像処理装置１０を示したが、３つ以上の画像処理装置１０を設けても良い。さらに、図１
に示す例では３つの携帯端末２０を示したが、４つ以上の携帯端末２０を設けても良い。
そして、図１に示す例では２つの操作端末３０を示したが、３つ以上の操作端末３０を設
けても良い。
【００１０】
　画像処理装置１０は、例えば、スキャン機能、プリント機能、コピー機能およびファク
シミリ機能等を備えた装置であり、用紙等の記録媒体に画像を形成して出力する。ここで
、画像処理装置１０は、携帯端末２０や操作端末３０から印刷ジョブを受信し、受信した
印刷ジョブをもとに印刷処理を実行する。印刷ジョブとは、印刷対象となる画像データと
、印刷処理における設定が記述された制御命令とを含み、画像処理装置１０で実行される
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印刷処理の単位となるデータである。
【００１１】
　携帯端末２０は、画像処理装置１０における各種機能の実行を指示する際に用いられる
携帯型のコンピュータ装置である。携帯端末２０としては、例えば、スマートフォン、タ
ブレットＰＣ（Personal Computer）、ノートＰＣ等を用いると良い。
【００１２】
　通信装置の一例としての操作端末３０は、ユーザが文書ファイルの閲覧、編集等を行う
際に用いられるコンピュータ装置である。操作端末３０としては、例えば、ノートＰＣ、
デスクトップＰＣ等を用いると良い。但し、操作端末３０として、スマートフォン等の携
帯型のコンピュータ装置を用いても良い。
【００１３】
　管理サーバ４０は、画像処理システム１で処理される各種データを格納するコンピュー
タ装置である。
【００１４】
　ネットワーク５０は、画像処理装置１０、操作端末３０、管理サーバ４０の各装置間の
情報通信に用いられる通信手段であり、例えば、有線ＬＡＮ（Local Area Network）であ
る。
【００１５】
　また、本実施の形態では、画像処理装置１０と携帯端末２０との間で、近距離無線通信
（例えば、近接場型の無線通信：ＮＦＣ：Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ）、および近距離無線通信より高速な別の通信規格（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅ
ｃｔ）を用いた無線通信が行われる。ＮＦＣとは、通信距離が約１０ｃｍに限定された無
線通信の規格である。また、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔとは、Ｗｉ－Ｆｉ端末間で直接通
信するための規格であり、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、各Ｗｉ－Ｆｉ対応機器がアク
セスポイントとして動作する機能を搭載する。アクセスポイントとは、機器間の通信を無
線により中継する中継機器である。付言すると、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、ネット
ワークに参加する複数台のＷｉ－Ｆｉ対応機器の中で、いずれか一台の通信装置が実際に
アクセスポイントとして動作し、アクセスポイントとなる機器と他のＷｉ－Ｆｉ対応機器
の間で直接通信が行われる。
【００１６】
　また、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、ある一つのネットワークに参加する各通信装置
がＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅとして定義され、そのネットワークがＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐとして
定義される。そして、Ｐ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐにおいて、実際にアクセスポイントとして動作
するＰ２Ｐ　ＤｅｖｉｃｅがＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒとして定義され、Ｐ２Ｐ　
Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒ以外のＰ２Ｐ　ＤｅｖｉｃｅがＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌｉｅ
ｎｔとして定義される。各Ｐ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅは、他のＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅと信号の
やり取りを行うことで、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔの接続先の候補となるＰ２Ｐ　Ｄｅｖ
ｉｃｅを検出し、複数のＰ２Ｐ　ＤｅｖｉｃｅからＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒが選
出される。
【００１７】
　本実施の形態では、画像処理装置１０がＰ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒとして機能す
るものとして説明する。また、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは、Ｐ２Ｐ　Ｇｒｏｕｐ　Ｏ
ｗｎｅｒに同時に接続しているＰ２Ｐ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌｉｅｎｔの数に上限が設けら
れるのが一般的である。本実施の形態では、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔにより画像処理装
置１０に同時に接続している携帯端末２０の数（以下、同時接続数と称する）の上限が、
３台であるものとする。
【００１８】
＜画像処理装置１０のハードウェア構成＞
　次に、画像処理装置１０のハードウェア構成について説明する。図２は、画像処理装置
１０のハードウェア構成例を示した図である。図示するように、画像処理装置１０は、Ｃ
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ＰＵ（Central Processing Unit）１０１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０２と
、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０３と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１０４と、操作パ
ネル１０５と、画像形成部１０６と、画像読取部１０７と、画像処理部１０８と、有線イ
ンタフェース（以下、有線Ｉ／Ｆと称する）１０９と、無線インタフェース（以下、無線
Ｉ／Ｆと称する）１１０と、ＮＦＣインタフェース（以下、ＮＦＣＩ／Ｆと称する）１１
１とを備える。なお、これらの各機能部はバス１１２に接続されており、このバス１１２
を介してデータの授受を行う。
【００１９】
　ＣＰＵ１０１は、ＯＳ（Operating System）やアプリケーション等の各種ソフトウェア
を実行する。ＲＡＭ１０２は、ＣＰＵ１０１の作業用メモリ等として用いられるメモリで
ある。ＲＯＭ１０３は、ＣＰＵ１０１が実行する各種プログラム等を記憶するメモリであ
る。そして、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０３等に記憶された各種プログラムをＲＡＭ１０
２にロードして実行することにより、画像処理装置１０の各機能を実現する。
　ＨＤＤ１０４は、画像形成部１０６における画像形成動作で用いる画像データ等を記憶
する、例えば磁気ディスク装置である。
　ここで、ＣＰＵ１０１が実行するプログラムは、予めＲＯＭ１０３に記憶させておく形
態のほか、磁気記録媒体（磁気テープ、磁気ディスクなど）、光記録媒体（光ディスクな
ど）、光磁気記録媒体、半導体メモリなどのコンピュータが読取可能な記録媒体に記憶し
た状態で提供し得る。また、例えばネットワーク５０を介してＣＰＵ１０１に提供しても
良い。
【００２０】
　操作パネル１０５は、各種情報の表示やユーザからの操作入力の受付を行うタッチパネ
ルである。ここで、操作パネル１０５は、各種情報が表示されるディスプレイと、指やス
タイラスペン等で接触された位置を検出する位置検出シートとからなる。接触された位置
を検出する手段としては、接触による圧力をもとに検出する手段や、接触した物の静電気
をもとに検出する手段等、どのようなものが用いられても良い。また、タッチパネルに代
えて、ディスプレイ、およびキーボード等の入力手段を用いても良い。
【００２１】
　画像形成部１０６は、記録媒体に画像を形成するものである。ここで、画像形成部１０
６は、例えばプリンタであり、感光体に付着させたトナーを記録媒体に転写して像を形成
する電子写真方式や、インクを記録媒体上に吐出して像を形成するインクジェット方式な
どが用いられる。
【００２２】
　画像読取部１０７は、記録媒体に記録された画像を読み取り、読み取った画像を表す画
像データを生成する。ここで、画像読取部１０７は、例えばスキャナであり、光源から原
稿に照射した光に対する反射光をレンズで縮小してＣＣＤ(Charge Coupled Devices)で受
光するＣＣＤ方式や、ＬＥＤ光源から原稿に順に照射した光に対する反射光をＣＩＳ(Con
tact Image Sensor)で受光するＣＩＳ方式などが用いられる。
【００２３】
　画像処理部１０８では、入力される画像データに色補正や階調補正等の各種画像処理を
施している。例えば、画像読取部１０７で読み込まれた画像データやＨＤＤ１０４に記憶
されている画像データに各種画像処理を施し、画像形成部１０６に出力している。
【００２４】
　有線Ｉ／Ｆ１０９は、ネットワーク５０を介して、操作端末３０や管理サーバ４０との
間で各種データの送受信を行う通信インタフェースとして機能する。
　無線Ｉ／Ｆ１１０は、携帯端末２０との間で例えばＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔによる無
線通信を行うためのアンテナを含み、携帯端末２０との間で各種データの送受信を行う通
信インタフェースとして機能する。
　ＮＦＣＩ／Ｆ１１１は、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行うためのアンテナを含み
、携帯端末２０との間で各種データの送受信を行う通信インタフェースとして機能する。
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【００２５】
　図３は、携帯端末２０のハードウェア構成を示した図である。
　図示するように、携帯端末２０は、ＣＰＵ２０１と、記憶手段であるメモリ２０２とを
備える。ここで、ＣＰＵ２０１は、ＯＳやアプリケーション等の各種ソフトウェアを実行
する。また、メモリ２０２は、各種ソフトウェアやその実行に用いるデータ等を記憶する
記憶領域を有する。
　ここで、ＣＰＵ２０１が実行するプログラムは、予めメモリ２０２に記憶させておく形
態のほか、磁気記録媒体（磁気テープ、磁気ディスクなど）、光記録媒体（光ディスクな
ど）、光磁気記録媒体、半導体メモリなどのコンピュータが読取可能な記録媒体に記憶し
た状態で提供し得る。また、例えばインターネットを介してＣＰＵ２０１に提供する形態
もある。
【００２６】
　更に、携帯端末２０は、外部との無線通信を行うための無線Ｉ／Ｆ２０３およびＮＦＣ
Ｉ／Ｆ２０４と、画像を表示する画像表示手段２０５とを備える。
　無線Ｉ／Ｆ２０３は、画像処理装置１０との間で例えばＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔによ
る無線通信を行うためのアンテナを含み、画像処理装置１０との間で各種データの送受信
を行う通信インタフェースとして機能する。
　ＮＦＣＩ／Ｆ２０４は、画像処理装置１０との間でＮＦＣ通信を行うためのアンテナを
含み、画像処理装置１０との間で各種データの送受信を行う通信インタフェースとして機
能する。
【００２７】
　画像表示手段２０５は、例えば、タッチパネルである。そのため画像表示手段２０５は
、液晶パネルを備えるとともに、液晶パネルに人の指、スタイラスペンに代表される接触
物が接触したときに、接触物が液晶パネルに接触した位置を検知する位置検知部（図示せ
ず）を備えている。本実施の形態において使用するタッチパネルは、特に限定されるもの
ではなく、抵抗膜方式や静電容量方式など種々の方式のものが採用される。
【００２８】
　なお携帯端末２０は、記憶手段として、例えばＨＤＤやフラッシュメモリなどを備えて
いてもよい。ＨＤＤやフラッシュメモリは、各種ソフトウェアに対する入力データや各種
ソフトウェアからの出力データ等を記憶する。また携帯端末２０は、さらにキーボードや
マウス等の入力デバイスを備えていてもよい。
【００２９】
　図４は、操作端末３０のハードウェア構成を示した図である。
　図示するように、操作端末３０は、演算手段であるＣＰＵ３０１と、記憶手段であるメ
インメモリ３０２、およびＨＤＤ３０３とを備える。ここで、ＣＰＵ３０１は、ＯＳやア
プリケーションソフトウェア等の各種プログラムを実行する。また、メインメモリ３０２
は、各種プログラムやその実行に用いるデータ等を記憶する記憶領域であり、ＨＤＤ３０
３は、各種プログラムに対する入力データや各種プログラムからの出力データ等を記憶す
る記憶領域である。さらに、操作端末３０は、ビデオメモリやディスプレイ等からなり、
画像を表示するモニタ３０４と、キーボードやマウス等の入力デバイス３０５とを備える
。
【００３０】
　またさらに、操作端末３０は、有線Ｉ／Ｆ３０６と、ＮＦＣＩ／Ｆ３０７とを備える。
　有線Ｉ／Ｆ３０６は、ネットワーク５０を介して、画像処理装置１０や管理サーバ４０
との間で各種データの送受信を行う通信インタフェースとして機能する。
　ＮＦＣＩ／Ｆ３０７は、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行うためのアンテナを含み
、携帯端末２０との間で各種データの送受信を行う通信インタフェースとして機能する。
　そのため、本実施の形態では、操作端末３０も画像処理装置１０と同様に、携帯端末２
０との間でＮＦＣ通信を行う。
【００３１】
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　上述した画像処理システム１では、携帯端末２０、操作端末３０は、ネットワーク５０
やＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔを用いた無線通信により、印刷ジョブを画像処理装置１０に
送信し、画像処理装置１０において印刷を行なうことができる。
　また管理サーバ４０は、画像処理装置１０で印刷する印刷ジョブを管理し、印刷ジョブ
を適切な順序で並び替え、画像処理装置１０に対して送信することもできる。この場合、
管理サーバ４０は、プリントサーバとして機能する。また管理サーバ４０は、ファイルを
管理することで、携帯端末２０や操作端末３０でファイルを共有することができる。この
場合、管理サーバ４０は、ファイルサーバとして機能する。
【００３２】
＜画像処理装置１０の機能構成＞
　次に、画像処理装置１０の機能構成について説明する。
　本実施の形態において、画像処理装置１０は、プッシュスキャン（Push Scan）を実施
し、またはプルスキャン（Pull Scan）を実施するための処理を行う。
　ここでプッシュスキャンとは、画像処理装置１０が、ユーザの操作に従って記録媒体を
読み取り、生成した画像データを、ユーザが予め指定したフォルダとして操作端末３０に
設けられたフォルダにネットワーク５０を介して送信する処理をいう。
　またプルスキャンとは、画像処理装置１０が生成した画像データであって画像処理装置
１０に設けられたフォルダに格納した画像データを、操作端末３０が、画像処理装置１０
に設けられたフォルダにネットワーク５０を介して接続することで取得する処理をいう。
【００３３】
　そのため、プルスキャンまたはプッシュスキャンのいずれを行う場合であっても、画像
処理装置１０が送信する画像データを格納するフォルダは、ネットワーク５０に接続され
たコンピュータ装置から接続可能とする必要がある。そこで、画像処理装置１０が送信す
る画像データを格納するフォルダは、ネットワークフォルダとして、自装置以外のコンピ
ュータ装置から接続可能とするための設定である共有化設定がされる。
【００３４】
　ところで、従来、プッシュスキャンまたはプルスキャンのいずれを行う場合であっても
、ユーザは、生成する画像データの格納場所を画像処理装置１０で指定しなければならな
かった。この点において、ユーザの利便性を欠いていた。
　そこで、本実施の形態では、画像処理装置１０が、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を
行い、受信した情報に応じて、プッシュスキャンの実施またはプルスキャンを実施するた
めの処理のいずれかを行う。そして、プッシュスキャンの実施またはプルスキャンを実施
するための処理において、画像処理装置１０は、生成した画像データを、ユーザが画像処
理装置１０で格納場所を指定することなく、格納場所へ送信する。
【００３５】
　以下、これを実現する画像処理装置１０の構成について説明を行なう。
　図５は、画像処理装置１０の機能構成例を示したブロック図である。画像処理装置１０
は、表示部１１と、操作受付部１２と、パネル制御部１３と、ＮＦＣ制御部１４と、スキ
ャン選択部１５と、画像データ生成部１６と、共有データ制御部１７と、フォルダ情報記
憶部１８と、画像データ制御部１９とを備える。
【００３６】
　これらのうち、表示部１１および操作受付部１２は操作パネル１０５により実現される
。また、パネル制御部１３、スキャン選択部１５、共有データ制御部１７、画像データ制
御部１９は、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０３等に記憶されたプログラムをＲＡＭ１０２に読
み込んで実行することにより実現される。さらに、ＮＦＣ制御部１４はＮＦＣＩ／Ｆ１１
１により実現される。またさらに、画像データ生成部１６は画像読取部１０７により、フ
ォルダ情報記憶部１８はＨＤＤ１０４により実現される。
【００３７】
　表示部１１は、パネル制御部１３による制御のもと、各種画像を表示する。操作受付部
１２は、ユーザによる操作を受け付ける。パネル制御部１３は、表示部１１および操作受
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付部１２の動作を制御する。
　受信部の一例としてのＮＦＣ制御部１４は、ＮＦＣ通信によるデータの送受信を行う。
ユーザが携帯端末２０を画像処理装置１０にかざすと、ＮＦＣ制御部１４は、携帯端末２
０を検出し、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う。
　選択部の一例としてのスキャン選択部１５は、ＮＦＣ制御部１４がＮＦＣ通信を行う携
帯端末２０から受信する情報に応じて、画像処理装置１０がプッシュスキャンまたはプル
スキャンを実施するための処理のいずれかを行うことを選択する。画像データ生成部１６
は、記録媒体に記録された画像を読み取り、読み取った画像を表す画像情報の一例として
の画像データを生成する。
【００３８】
　共有設定部の一例としての共有データ制御部１７は、スキャン選択部１５が、画像処理
装置１０がプルスキャンを実施するための処理を行うことの選択（以下、プルスキャン選
択と称する）をした場合、画像処理装置１０に設けられたフォルダの共有化設定を行う。
すなわち、スキャン選択部１５が、第２の選択の一例としてのプルスキャン選択をした場
合、共有データ制御部１７は、画像処理装置１０に設けられ、画像データ生成部１６によ
り生成した画像データの格納場所として予め指定されたフォルダ（以下、画像処理装置１
０のフォルダと称する）を共有化設定する。言い換えると、共有データ制御部１７は、画
像処理装置１０のフォルダをネットワークフォルダとして設定する。
【００３９】
　また、共有データ制御部１７は、画像データ生成部１６が生成した画像データの格納先
を示す場所であって、このネットワークフォルダ（以下、画像処理装置１０のネットワー
クフォルダと称する）の画像処理装置１０内における設置場所を示す情報であるパス情報
（以下、画像処理装置１０のパス情報と称する）を作成する。画像処理装置１０のパス情
報は、例えば、画像処理装置１０のネットワークフォルダの設置場所を示すＵＲＬ（Unif
orm Resource Locator）であっても良い。
【００４０】
　フォルダ情報記憶部１８は、ＮＦＣ制御部１４が携帯端末２０から受信した、後述する
操作端末３０のパス情報、および、共有データ制御部１７が作成した第２の識別情報の一
例としての画像処理装置１０のパス情報を記憶する。
　制御部の一例としての画像データ制御部１９は、スキャン選択部１５が行った選択に応
じて、画像処理装置１０の画像データ生成部１６が生成した画像データ（以下、画像処理
装置１０の画像データと称する）を、画像処理装置１０または操作端末３０に送信する。
スキャン選択部１５が、画像処理装置１０がプッシュスキャンを実施することの選択（以
下、プッシュスキャン選択と称する）をした場合、画像データ制御部１９は、操作端末３
０に画像データを送信する。
【００４１】
　つまり、スキャン選択部１５が、第１の選択の一例としてのプッシュスキャン選択をし
た場合、画像データ制御部１９は、フォルダ情報記憶部１８が記憶した操作端末３０のパ
ス情報を参照し、操作端末３０のパス情報から識別される、共有化設定されて操作端末３
０に設けられたフォルダに接続する。そして、画像データ制御部１９は、共有化設定され
て操作端末３０に設けられたフォルダへ、画像処理装置１０の画像データを送信する。一
方で、スキャン選択部１５がプルスキャン選択をした場合、画像データ制御部１９は、第
２の共有格納部の一例としての画像処理装置１０のネットワークフォルダへ画像データを
格納する。
【００４２】
＜操作端末３０の機能構成＞
　次に、操作端末３０の機能構成について説明する。
　図６は、操作端末３０の機能構成例を示したブロック図である。操作端末３０は、表示
部３１と、操作受付部３２と、パネル制御部３３と、ＮＦＣ制御部３４と、スキャン判断
部３５と、共有データ制御部３６と、フォルダ情報記憶部３７と、画像データ取得部３８
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とを備える。
【００４３】
　これらのうち、表示部３１はモニタ３０４、操作受付部３２は入力デバイス３０５によ
り実現される。また、パネル制御部３３、スキャン判断部３５、共有データ制御部３６、
画像データ取得部３８は、ＣＰＵ３０１により実現される。さらに、ＮＦＣ制御部３４は
ＮＦＣＩ／Ｆ３０７により実現される。またさらに、フォルダ情報記憶部３７はＨＤＤ３
０３により実現される。
【００４４】
　表示部３１、操作受付部３２、パネル制御部３３は、画像処理装置１０の表示部１１、
操作受付部１２、パネル制御部１３（図５参照）が有するそれぞれの機能と同様な機能を
備えている。
　受信部の一例としてのＮＦＣ制御部３４は、ＮＦＣ通信によるデータの送受信を行う。
ユーザが携帯端末２０を操作端末３０にかざすと、ＮＦＣ制御部３４は、携帯端末２０を
検出し、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う。
　判断部の一例としてのスキャン判断部３５は、ＮＦＣ制御部３４が携帯端末２０から受
信する情報に応じて、画像処理装置１０が、プッシュスキャンを実施するか、またはプル
スキャンを実施するための処理を行ったかを判断する。
【００４５】
　共有設定部の一例としての共有データ制御部３６は、スキャン判断部３５が、画像処理
装置１０がプッシュスキャンを実施するとの判断（以下、プッシュスキャン判断と称する
）をした場合、操作端末３０に設けられたフォルダの共有化設定を行なう。すなわち、ス
キャン判断部３５が、第１の判断の一例としてのプッシュスキャン判断をした場合、共有
データ制御部３６は、操作端末３０に設けられ、画像処理装置１０の画像データの格納場
所として予め指定されたフォルダ（以下、操作端末３０のフォルダと称する）を共有化設
定する。言い換えると、共有データ制御部３６は、画像処理装置１０の画像データを格納
するため操作端末３０のフォルダをネットワークフォルダとして設定する。
【００４６】
　また、共有データ制御部３６は、画像処理装置１０の画像データの格納先を示す場所で
あって、このネットワークフォルダ（以下、操作端末３０のネットワークフォルダと称す
る）の操作端末３０内における設置場所を示す情報であるパス情報（以下、操作端末３０
のパス情報と称する）を作成する。操作端末３０のパス情報は、例えば、操作端末３０の
ネットワークフォルダの設置場所を示すＵＲＬであっても良い。
【００４７】
　フォルダ情報記憶部３７は、ＮＦＣ制御部３４が携帯端末２０から受信した画像処理装
置１０のパス情報、および、共有データ制御部３６が作成した第１の識別情報の一例とし
ての操作端末３０のパス情報を記憶する。
　取得部の一例としての画像データ取得部３８は、スキャン判断部３５が行った判断に応
じて、画像処理装置１０のネットワークフォルダから画像処理装置１０の画像データを取
得する。スキャン判断部３５が、画像処理装置１０がプルスキャンを実施するための処理
を行ったとの判断（以下、プルスキャン判断と称する）をした場合、画像データ取得部３
８は、画像処理装置１０から画像データを取得する。
【００４８】
　つまり、スキャン判断部３５が、第２の判断の一例としてのプルスキャン判断をした場
合、画像データ取得部３８は、フォルダ情報記憶部３７が記憶した画像処理装置１０のパ
ス情報を参照し、画像処理装置１０のパス情報から識別される画像処理装置１０のネット
ワークフォルダに接続する。そして、画像データ取得部３８は、画像処理装置１０のネッ
トワークフォルダが格納する画像処理装置１０の画像データを取得する。
　なお、スキャン判断部３５がプッシュスキャン判断をした場合、操作端末３０のネット
ワークフォルダが画像処理装置１０の画像データを格納する。そのため、プッシュスキャ
ン実施後、ユーザは、操作端末３０を操作し、操作端末３０のネットワークフォルダから
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画像データを取得する。
【００４９】
＜画像処理装置１０の動作フローチャート＞
　以下では、プルスキャン実施時またはプッシュスキャン実施時に画像処理装置１０が行
う動作について、詳細に説明する。
　図７は、プルスキャン実施時またはプッシュスキャン実施時に画像処理装置１０が行う
動作の流れを示したフローチャートである。
【００５０】
　まず、ユーザが携帯端末２０を画像処理装置１０にかざすと、画像処理装置１０のＮＦ
Ｃ制御部１４は、携帯端末２０を検出する（ステップ１０１）。そして、ＮＦＣ制御部１
４は、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う。ここで、スキャン選択部１５は、携帯端
末２０中に操作端末３０のパス情報が記録されているか否かを判断する（ステップ１０２
）。
【００５１】
　ＮＦＣ通信を行う携帯端末２０に操作端末３０のパス情報が記録されている場合（ステ
ップ１０２でＹＥＳ）、スキャン選択部１５はプッシュスキャン選択をする。なお、スキ
ャン選択部１５がプッシュスキャン選択をする場合、ＮＦＣ制御部１４による携帯端末２
０の検出前に、操作端末３０は、プッシュスキャンを実施するための、後述する事前処理
を行っている。
【００５２】
　スキャン選択部１５がプッシュスキャン選択をした場合、携帯端末２０との間でＮＦＣ
通信中のＮＦＣ制御部１４は、携帯端末２０から操作端末３０のパス情報を受信する（ス
テップ１０３）。するとフォルダ情報記憶部１８は、ＮＦＣ制御部１４が受信した操作端
末３０のパス情報を記憶する（ステップ１０４）。そして、ＮＦＣ制御部１４は、携帯端
末２０に記録されている操作端末３０のパス情報を削除する（ステップ１０５）。
【００５３】
　続いて、画像データ生成部１６は、記録媒体の読み取りを開始して、画像データを生成
する（ステップ１０６）。その後、画像データ制御部１９は、フォルダ情報記憶部１８が
記憶した操作端末３０のパス情報を参照し、操作端末３０のパス情報から識別される操作
端末３０のネットワークフォルダに接続する。そして、画像データ制御部１９は、操作端
末３０のネットワークフォルダへ、画像処理装置１０の画像データを送信する（ステップ
１０７）。
　以上で、プッシュスキャン実施時に画像処理装置１０が行う動作が終了する。
【００５４】
　一方で、ＮＦＣ通信を行う携帯端末２０に操作端末３０のパス情報が記録されていない
場合（ステップ１０２でＮＯ）、スキャン選択部１５はプルスキャン選択をする。この場
合、まず、共有データ制御部１７が、画像処理装置１０のフォルダをネットワークフォル
ダとして共有化する設定、および、画像処理装置１０のパス情報の作成を行う（ステップ
１０８）。
【００５５】
　続いて、フォルダ情報記憶部１８は、共有データ制御部１７が作成した画像処理装置１
０のパス情報を記憶する（ステップ１０９）。そして、ＮＦＣ制御部１４は、フォルダ情
報記憶部１８が記憶した画像処理装置１０のパス情報を、ＮＦＣ通信中の携帯端末２０に
送信する（ステップ１１０）。これにより、携帯端末２０には、画像処理装置１０のパス
情報が記録される。
【００５６】
　その後、画像データ生成部１６は、記録媒体を読み取り、画像データを生成する（ステ
ップ１１１）。ここで、スキャン選択部１５がプルスキャン選択をした場合、フォルダ情
報記憶部１８は操作端末３０のパス情報を記憶していない。このとき、画像データ制御部
１９は、画像処理装置１０のネットワークフォルダに、画像処理装置１０の画像データを
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格納する（ステップ１１２）。
　以上で、プルスキャン実施時に画像処理装置１０が行う動作が終了する。
【００５７】
＜操作端末３０の動作フローチャート＞
　続いて、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う際に操作端末３０が行う動作について
詳細に説明する。
　図８は、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う際に操作端末３０が行う動作の流れを
示したフローチャートである。
【００５８】
　まず、ユーザが携帯端末２０を操作端末３０にかざすと、操作端末３０のＮＦＣ制御部
３４は、携帯端末２０を検出する（ステップ２０１）。そして、ＮＦＣ制御部３４は、携
帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う。ここで、スキャン判断部３５は、携帯端末２０中
に画像処理装置１０のパス情報が記録されているか否かを判断する（ステップ２０２）。
【００５９】
　ＮＦＣ制御部３４がＮＦＣ通信を行う携帯端末２０に画像処理装置１０のパス情報が記
録されていない場合（ステップ２０２でＮＯ）、スキャン判断部３５はプッシュスキャン
判断をする。この場合、操作端末３０は、プッシュスキャンを実施するための事前処理を
行う。
【００６０】
　プッシュスキャンを実施するための事前処理として、まず、共有データ制御部３６は、
操作端末３０のフォルダをネットワークフォルダとして共有化する設定、および、操作端
末３０のパス情報の作成を行う（ステップ２０３）。すると、フォルダ情報記憶部３７は
、共有データ制御部３６が作成した操作端末３０のパス情報を記憶する（ステップ２０４
）。そして、ＮＦＣ制御部３４は、フォルダ情報記憶部３７が記憶した操作端末３０のパ
ス情報を、ＮＦＣ通信中の携帯端末２０に送信する（ステップ２０５）。これにより、携
帯端末２０には、操作端末３０のパス情報が記録される。
　これにより、操作端末３０によるプッシュスキャンの事前処理が完了する。
【００６１】
　その後、ユーザが携帯端末２０を画像処理装置１０にかざすと、画像処理装置１０では
、プッシュスキャン、すなわち、ステップ１０１～ステップ１０７で示した処理が行われ
る。そして、画像処理装置１０の画像データは、操作端末３０のネットワークフォルダへ
送信される。そのため、ユーザは、操作端末３０を操作し、操作端末３０のネットワーク
フォルダから画像データを取得する（ステップ２０６）。このように、プッシュスキャン
においては、操作端末３０が、画像処理装置１０に接続することなく、画像処理装置１０
の画像データを取得する。
【００６２】
　一方で、ＮＦＣ制御部３４がＮＦＣ通信を行う携帯端末２０に画像処理装置１０のパス
情報が記録されている場合（ステップ２０２でＹＥＳ）、スキャン判断部３５はプルスキ
ャン判断をする。なお、スキャン判断部３５がプルスキャン判断をする場合、画像処理装
置１０は、プルスキャンを実施するための処理、すなわち、ステップ１０１～ステップ１
０２およびステップ１０８～ステップ１１２で示した処理を既に行っている。
【００６３】
　スキャン判断部３５がプルスキャン判断をした場合、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信
中のＮＦＣ制御部３４は、携帯端末２０から画像処理装置１０のパス情報を受信する（ス
テップ２０７）。するとフォルダ情報記憶部３７は、ＮＦＣ制御部３４が受信した画像処
理装置１０のパス情報を記憶する（ステップ２０８）。そして、ＮＦＣ制御部３４は、携
帯端末２０に記録されている画像処理装置１０のパス情報を削除する（ステップ２０９）
。
【００６４】
　その後、画像データ取得部３８は、フォルダ情報記憶部３７が記憶した画像処理装置１
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０のパス情報を参照し、画像処理装置１０のネットワークフォルダに接続する。そして、
画像データ取得部３８は、画像処理装置１０のネットワークフォルダが格納する画像デー
タを取得する（ステップ２１０）。このように、プルスキャンにおいては、操作端末３０
が、画像処理装置１０に接続することで、画像処理装置１０の画像データを取得する。
　以上で、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う際に操作端末３０が行う動作が終了す
る。
【００６５】
　本実施の形態によれば、プッシュスキャンを実施する場合、画像データ制御部１９は、
フォルダ情報記憶部１８が記憶した操作端末３０のパス情報を参照して、操作端末３０の
ネットワークフォルダに接続する。そして、画像データ制御部１９は、操作端末３０のネ
ットワークフォルダに画像データを送信する。また、プルスキャンを実施する場合、画像
データ制御部１９は、画像処理装置１０のネットワークフォルダに画像データを格納する
。
　そのため、画像処理装置１０が事前に携帯端末２０から受信した操作端末３０のパス情
報が示す格納場所を、画像処理装置１０の画像データの送信先として設定することにより
ユーザの利便性が向上する。
【００６６】
　また、プルスキャンを実施する場合、操作端末３０の画像データ取得部３８は、フォル
ダ情報記憶部３７に記憶された画像処理装置１０のパス情報を参照し、画像処理装置１０
のネットワークフォルダに接続する。そして、画像データ取得部３８は、画像処理装置１
０のネットワークフォルダが格納する画像データを取得する。
　そのため、画像処理装置１０が事前に携帯端末２０から操作端末３０のパス情報を受信
しなかった場合でも、予め定められた格納場所を画像処理装置１０の画像データの送信先
として設定することによりユーザの利便性が向上する。
【００６７】
　なお、本実施の形態において、操作端末３０は、画像処理装置１０の画像データを取得
する際に、操作端末３０に設けられたアプリケーションを用いて画像データを取得しても
よい。
【００６８】
　また、本実施の形態においては、画像処理装置１０のスキャン選択部１５がプルスキャ
ン選択をした場合において、コンピュータ装置が画像処理装置１０のネットワークフォル
ダに接続する際に、接続に必要なパスワード認証ステップが設けられてもよい。すなわち
、コンピュータ装置が画像処理装置１０のネットワークフォルダに接続する際に、接続に
必要なパスワードの入力を画像処理装置１０が要求してもよい。この場合、共有データ制
御部１７が、画像処理装置１０のネットワークフォルダに接続するために必要なパスワー
ド（以下、画像処理装置１０のパスワードと称する）認証ステップを設定する。共有デー
タ制御部１７の画像処理装置１０のパスワード認証ステップの設定は、画像処理装置１０
のネットワークフォルダの設定および画像処理装置１０のパス情報の作成の際に、併せて
行う。また、このとき、共有データ制御部１７は、画像処理装置１０のパスワード認証に
必要な情報である画像処理装置１０のパスワード情報の作成を行う。
【００６９】
　フォルダ情報記憶部１８は、共有データ制御部１７が作成した画像処理装置１０のパス
ワード情報を、画像処理装置１０のパス情報とともに記憶する。また、ＮＦＣ制御部１４
は、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行う際に、フォルダ情報記憶部１８が記憶する画
像処理装置１０のパスワード情報を、画像処理装置１０のパス情報と併せて携帯端末２０
に送信する。その後、操作端末３０のＮＦＣ制御部３４は、携帯端末２０との間でＮＦＣ
通信を行い、画像処理装置１０のパス情報および画像処理装置１０のパスワード情報を受
信する。フォルダ情報記憶部３７は、ＮＦＣ制御部３４が受信した画像処理装置１０のパ
ス情報および画像処理装置１０のパスワード情報を記憶する。
【００７０】
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　そして、操作端末３０の画像データ取得部３８は、まず、フォルダ情報記憶部３７が記
憶した画像処理装置１０のパス情報を参照し、画像処理装置１０のネットワークフォルダ
に対して接続要求を行う。続いて、画像データ取得部３８は、フォルダ情報記憶部３７が
記憶した画像処理装置１０のパスワード情報を入力する。画像処理装置１０の共有データ
制御部１７は、操作端末３０で入力されたパスワードと、フォルダ情報記憶部１８が記憶
する画像処理装置１０のパスワードとを比較し、一致した場合に、操作端末３０の画像処
理装置１０のネットワークフォルダへの接続を認証する。画像処理装置１０のネットワー
クフォルダへの接続が認証された操作端末３０の画像データ取得部３８は、画像処理装置
１０のネットワークフォルダが格納する画像データを取得する。
【００７１】
　このようにすることで、画像処理装置１０は、画像処理装置１０のネットワークフォル
ダへ接続するために必要な情報を知らないユーザ以外から画像処理装置１０の画像データ
が取得されることを抑制する。
【００７２】
　また、スキャン選択部１５がプルスキャン選択をした場合において、操作端末３０の画
像データ取得部３８が画像処理装置１０のネットワークフォルダから画像データを取得し
た後に、画像処理装置１０は、画像処理装置１０のネットワークフォルダの共有化設定を
解除してもよい。その場合には、共有データ制御部１７が、画像処理装置１０のネットワ
ークフォルダにした共有化設定を解除する。
　このようにすることで、画像処理装置１０は、予め指定した装置を用いて画像処理装置
１０の画像データを取得した後に、画像処理装置１０の画像データが取得されることを抑
制する。
【００７３】
　また、共有データ制御部１７が作成する画像処理装置１０のパス情報は、無作為な文字
列で構成してもよい。
　このようにすることで、画像処理装置１０は、画像処理装置１０のネットワークフォル
ダへ接続するために必要な情報を知らないユーザ以外から画像処理装置１０のネットワー
クフォルダの設置場所が識別されることを抑制する。
【００７４】
　なお、本実施の形態においては、操作端末３０のスキャン判断部３５がプッシュスキャ
ン判断をした場合において、コンピュータ装置が操作端末３０のネットワークフォルダに
接続する際に、接続に必要なパスワード認証ステップが設けられてもよい。すなわち、コ
ンピュータ装置が操作端末３０のネットワークフォルダに接続する際に、接続に必要なパ
スワードの入力を操作端末３０が要求してもよい。この場合、共有データ制御部３６が、
操作端末３０のネットワークフォルダに接続するために必要なパスワード（以下、操作端
末３０のパスワードと称する）認証ステップを設定する。共有データ制御部３６の操作端
末３０のパスワード認証ステップの設定は、操作端末３０のネットワークフォルダの設定
および操作端末３０のパス情報の作成の際に、併せて行う。また、このとき、共有データ
制御部３６は、操作端末３０のパスワード認証に必要な情報である操作端末３０のパスワ
ード情報の作成を行う。
【００７５】
　フォルダ情報記憶部３７は、共有データ制御部３６が作成した操作端末３０のパスワー
ド情報を、操作端末３０のパス情報とともに記憶する。また、ＮＦＣ制御部３４は、携帯
端末２０との間でＮＦＣ通信を行う際に、フォルダ情報記憶部３７が記憶する操作端末３
０のパスワード情報を、操作端末３０のパス情報と併せて携帯端末２０に送信する。その
後、画像処理装置１０のＮＦＣ制御部１４は、携帯端末２０との間でＮＦＣ通信を行い、
操作端末３０のパス情報および操作端末３０のパスワード情報を受信する。フォルダ情報
記憶部１８は、ＮＦＣ制御部１４が受信した操作端末３０のパス情報および操作端末３０
のパスワード情報を記憶する。
【００７６】
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　そして、画像処理装置１０の画像データ制御部１９は、まず、フォルダ情報記憶部１８
が記憶した操作端末３０のパス情報を参照し、操作端末３０のネットワークフォルダに対
して接続要求を行う。続いて、フォルダ情報記憶部１８が記憶した操作端末３０のパスワ
ード情報を入力する。操作端末３０の共有データ制御部３６は、画像処理装置１０で入力
されたパスワードと、フォルダ情報記憶部３７が記憶する操作端末３０のパスワードとを
比較し、一致した場合に、操作端末３０のネットワークフォルダへの接続を認証する。操
作端末３０のネットワークフォルダへの接続要求が認証された画像処理装置１０の画像デ
ータ制御部１９は、操作端末３０のネットワークフォルダに画像データを送信する。その
後、ユーザは、操作端末３０を操作して操作端末３０のフォルダに接続することで、画像
データを取得する。
【００７７】
　このようにすることで、操作端末３０は、操作端末３０のネットワークフォルダへ接続
するために必要な情報を知らないユーザ以外から画像処理装置１０の画像データが取得さ
れることを抑制する。
【００７８】
　また、スキャン判断部３５がプッシュスキャン判断をした場合において、画像処理装置
１０が操作端末３０のネットワークフォルダに画像データを送信した後に、操作端末３０
は、操作端末３０のネットワークフォルダの共有化設定を解除してもよい。その場合には
、共有データ制御部３６が、操作端末３０のネットワークフォルダにした共有化設定を解
除する。
　このようにすることで、操作端末３０は、画像処理装置１０が操作端末３０のネットワ
ークフォルダに画像データを送信した後に、操作端末３０以外のコンピュータ装置から画
像処理装置１０の画像データが取得されることを抑制する。
【００７９】
　また、共有データ制御部３６が作成する操作端末３０のパス情報は、無作為な文字列で
構成してもよい。
　このようにすることで、操作端末３０は、操作端末３０のネットワークフォルダへ接続
するために必要な情報を知らないユーザ以外から操作端末３０のネットワークフォルダの
設置場所が識別されることを抑制する。
【符号の説明】
【００８０】
１…画像処理システム、１０…画像処理装置、１１…表示部、１２…操作受付部、１３…
パネル制御部、１４…ＮＦＣ制御部、１５…スキャン選択部、１６…画像データ生成部、
１７…共有データ制御部、１８…フォルダ情報記憶部、１９…画像データ制御部、２０…
携帯端末、３０…操作端末、３１…表示部、３２…操作受付部、３３…パネル制御部、３
４…ＮＦＣ制御部、３５…スキャン判断部、３６…共有データ制御部、３７…フォルダ情
報記憶部、３８…画像データ取得部
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